
「県政出前講座」実施要領

１ 目 的

県民中心の県政の視点に立って県民参加の県政を推進するため、県が重点的に取り組む事
業や県政の課題等についてテーマを準備し、そのテーマについて県民の要望に応じて、県の
幹部職員が直接、住民の会合等に出向いて説明、意見交換（以下「講座」という ）を行う。
ことにより、県政運営等について理解と協力を求めるとともに、県民と県とのコミュニケー
ションを図る。

２ 実施

この事業は、広報委員会が定めるところにより実施する。

３ テーマ

県政の重点事業等で県民の関心のある事項を中心にテーマを選定する。

４ 派遣する会合等

県内の団体等が主催する会合等で、２０人以上の参加者が見込まれ、この事業の目的の実
現が可能なものとする。

５ 実施内容

（１）講座の日時は原則として申込団体等の都合に合わせる（土・日・祭日、時間外を問わ
ないが概ね２１時までに終了するものとする 。）

（２）講座１回につき原則として１テーマとする。
（３）講座の時間は原則として｢説明１時間、質疑応答３０分｣の１時間３０分以内とする。
（４）講座の場所は、申込者において準備する(派遣に伴う経費は無料)。

６ 担当部局等

（１）事業についての総合的な調整は広報広聴課が行う。
（２）講座の実施

ア 講座の申込み（様式１）は、広報広聴課で受け付ける。
イ 講座の日時等については、各部局等と協議のうえ決定する。
ウ 講座の決定通知（様式２）は広報広聴課が送付する。
エ 講座の実施は、各部局等の責任で行う。

（３）講座の説明者は原則として課長級以上の職員(地方機関を含む)とする。

７ 実施報告

講座の実施報告(様式３)は、各部の広報委員を経由して広報広聴課長に報告する。

８ その他

（１）派遣に伴う経費は、各部局等で負担する。
（２）準備されていないテーマの申込みは、その都度、各部局等と協議し決定する。
（３）事業実施について、要領に定めのない事項は広報委員会で定める。

付 則
この要領は平成１５年８月５日から施行する。
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